
委員会提出議案第１号

三田市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について

三田市議会基本条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

平成２５年２月１９日提出

議会運営委員会委員長 美 藤 和 広   



三田市条例第  号

三田市議会基本条例の一部を改正する条例

三田市議会基本条例（平成２４年三田市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。

第２２条（見出しを含む。）中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。

付 則

この条例は、平成２５年３月１日から施行する。
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